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□

要

旨

律
令
は
飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
、
以
後
長
く
日
本
の
法
制
度
の
根
幹
を
な
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
大
宝
律
令
は
平

安
時
代
の
前
半
ご
ろ
に
は
散
逸
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
養
老
律
令
は
そ
の
後
も
現
行
法
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
律
は
中
世
戦
国
の
世
に

大
半
が
亡
失
し
た
。
そ
こ
で
衛
禁
律
・
戸
婚
律
・
擅
興
律
・
賊
盗
律
・
闘
訟
律
・
詐
偽
律
の
個
別
条
文
に
つ
い
て
、
律
の
復
元
を
こ
こ
ろ
ざ
す
こ

と
に
し
た
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

大
宝
律
の
復
元

養
老
律
の
復
元

飛
鳥
浄
御
原
律
の
存
否
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一

は
じ
め
に

律
令
は
飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
、
以
後
長
く
日
本
の
法
制
度
の
根
幹
を
な
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
大
宝
律

令
は
平
安
時
代
の
前
半
ご
ろ
に
は
散
逸
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
養
老
律
令
は
そ
の
後
も
現
行
法
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
律
は
中

世
戦
国
の
世
に
大
半
が
亡
失
し
た

（
1
）。

こ
れ
ら
大
宝
律
と
養
老
律
の
復
元
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
初
め
て
こ
の
テ
ー
マ
で
論
じ
た
「
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

（
2
）」

以
降

の
小
論
を
、
拙
著
『
前
近
代
日
本
の
法
と
政
治
―
邪
馬
台
国
及
び
律
令
制
の
研
究

（
3
）』

に
ま
と
め
、
大
宝
律
と
養
老
律
合
わ
せ
て
六
十
カ

条
の
復
元
案
を
提
示
し
た
。
そ
の
後
も
、
同
書
に
収
め
な
か
っ
た
未
復
元
の
大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
の
条
項
、
あ
る
い
は
条
文
語
句
を
以

下
の
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
し
て
き
た

（
4
）。

①
「
大
宝
律
の
逸
文
八
条
に
つ
い
て
」、
②
「
前
近
代
日
本
の
法
政
資
料
に
つ
い
て
」、
③
「
大
宝
捕
亡
律
二
箇
条
の
復
元
」、
④
「
大

宝
律
三
箇
条
の
復
元
に
つ
い
て
」、
⑤
「
名
例
律
及
び
断
獄
律
の
条
文
復
元
に
つ
い
⑥
「
大
宝
・
養
老
律
復
元
の
一
方
法
―
名
例
律
・
雑

律
を
中
心
に
―
」、
⑦
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
法
律
の
新
た
な
復
元
試
案
―
大
宝
律
30
条
、
養
老
律
8
条
、
養
老
医
疾
令
2
条
―
」、
⑧
「
大

宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
」。
⑨
「
律
令
編
纂
史
研
究
に
関
す
る
二
、
三
の
疑
問
―
附
．
大
宝
名
例
律
逸
条
ケ
条
―
」。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
復
元
で
き
て
い
な
い
大
宝
・
養
老
の
律
条
文
若
干
条
に
つ
い
て
復
元
試
案
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
近
時
、
筆
者
は
「
飛
鳥
浄
御
原
律
の
存
否
に
つ
い
て

（
5
）」

に
お
い
て
、
飛
鳥
浄
御
原
律
が
持
統
三
年
頃
に
お
お
か
た
編
纂
さ
れ
て

い
た
と
い
う
説
を
論
じ
た
。
飛
鳥
浄
御
原
律
の
存
在
を
拙
論
で
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
論
を
是
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
論
証
の
際
に
提
示

し
た
裁
判
例
や
、
日
本
書
紀
に
記
述
さ
れ
て
い
る
律
関
係
の
記
事
な
ど
か
ら
、
律
条
文
を
多
少
な
り
と
も
復
元
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
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あ
る
い
は
律
文
の
存
在
を
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
後
考
に
お
い
て
論
じ
る
機
会
を
待
ち

た
い
。

二

大
宝
律
の
復
元

1

衛
禁
律
17
車
駕
行
衝
隊
条

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
大
宝
当
該
律
条
の
存
在
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
宮
衛
令
27
有
非
違
条
に
は

凡
隊
仗
内
有
非
違
。
弾
正
不
弁
姓
名
。
聴
至
仗
頭
。
就
主
司
問
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
の
行
幸
の
際
に
、
警
護
に
当
た
る
衛
府
の
隊
列
中
に
違
反
者
が
あ
っ
た
場
合
の
処
置
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。

宮
衛
令
同
条
の
令
義
解
に
は
、
文
中
の
書
き
出
し
語
句
「
隊
仗
内
」
の
う
ち
、「
隊
」
を
衛
士
、「
仗
」
を
兵
衛
、「
内
」
を
内
舎
人
の
陣

と
記
し
て
い
る
。

当
該
条
文
が
大
宝
令
に
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宮
衛
令
同
条
に
見
え
る
「
不
弁
」「
仗
頭
」「
主
司
」（
た
だ
し
「
主
司
」
は
大
宝

令
で
は
主
師
」
と
な
っ
て
い
た

（
6
）。）

な
ど
の
語
句
が
古
記
等
か
ら
復
元
さ
れ
て
い
る
の
で
、
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
該
令
条
に
関
連
す
る
律
条
文
に
関
し
て
は
、
養
老
衛
禁
律
17
車
駕
行
衝
隊
条
に
、

凡
車
駕
行
。
衝
隊
者
。
杖
一
百
。
若
衝
兵
衛
及
内
舎
人
仗
者
。
徒
一
年
。（
謂
入
仗
隊
間
者
）。
誤
者
。
各
減
二
等
。
若
畜
産
唐
突
。

守
衛
不
備
。
入
宮
門
者
。
杖
七
十
。
衝
仗
衛
者
。
笞
五
十
。

と
あ
っ
て
、
行
幸
時
の
天
皇
警
護
の
衛
士
の
隊
列
に
、
人
・
畜
の
突
入
を
許
し
た
場
合
の
「
隊
」「
兵
衛
及
内
舎
人
仗
」
に
対
す
る
処
罰

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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規
定
が
見
ら
れ
る

（
7
）。

前
記
し
た
宮
衛
令
条
文
と
、
衛
禁
律
17
車
駕
行
衝
隊
条
条
文
と
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、大
宝
宮
衛
令
条
文
の
存
在
が
推
測
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
大
宝
衛
禁
律
17
車
駕
行
衝
隊
条
が
存
在
し

た
こ
と
は
推
定
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

大
宝
衛
禁
律
17
車
駕
行
衝
隊
条
の
推
定
さ
れ
る
復
元
部
分
は
、
左
記
の
傍
線
部
で
あ
る
。

凡
車
駕
行
。
衝
隊
者
。
杖
一
百
。
若
衝
兵
衛
及
内
舎
人
仗
者
。
徒
一
年
。（
中
略
）
若
畜
産
唐
突
。
守
衛
不
備
。
入
宮
門
者
。
杖

七
十
。
衝
仗
衛
者
。
笞
五
十
。

2

衛
禁
律
32
縁
辺
城
戍
条

大
宝
衛
禁
律
当
該
条
文
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
研
究
で
論
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
続
日
本
紀
、
霊
亀
二
年
五
月
辛
卯
（
十
六
日
）
条
に
は
、

太
宰
府
言
、
豊
後
、
伊
豫
二
国
之
界
、
従
来
置
戍
、
不
許
往
還
、
但
高
下
尊
卑
、
不
須
無
別
、
宜
五
位
以
上
差
使
往
還
、
不
在
禁
限

と
見
え
る
。
豊
予
海
峡
の
速
吸
瀬
戸
に
設
け
ら
れ
た
戍
は
、
こ
の
地
域
を
行
き
交
う
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
船
の
交
通
を
監
視
す
る
重
要
な

軍
事
施
設
で
あ
り
、
辺
境
の
防
備
に
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
重
要
地
域
の
出
入
り
を
禁
ず
る
た
め
に
、
通
交
者
、
あ
る
い
は
出
入
り

す
る
賊
徒
を
罰
す
る
規
則
が
設
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
罰
則
は
、
お
そ
ら
く
は
、
養
老
衛
禁
律
32
縁
辺
城
戍
条
（
前
段
）
に
、

凡
縁
辺
之
城
戍
。
有
外
姦
内
入
。（
謂
衆
不
満
百
人
者
）。
内
姦
外
出
。
而
候
望
者
不
覚
。
徒
一
年
半
。
司
主
。
徒
一
年
。（
謂
出
入
之

路
。
関
於
候
望
者
）。〈
国
境
縁
辺
。
皆
有
城
戍
。
式
遏
寇
盗
。
備
預
不
虞
。
其
有
外
姦
内
入
。
謂
蕃
人
為
姦
。
或
作
間
諜
之
類
。
注

云
。
謂
衆
不
満
百
人
者
。
此
謂
小
々
姦
寇
抄
掠
者
。
若
満
百
人
。
自
依
擅
興
律
。
連
接
寇
賊
。
被
遣
斥
候
。
不
覚
賊
来
。
徒
二
年
。
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内
姦
外
出
者
。
謂
国
内
人
為
姦
。
両
出
向
化
外
。
或
荒
海
之
畔
。
幽
険
之
中
。
候
望
之
人
。
不
覚
有
姦
出
入
。
合
徒
一
年
半
。〉（
後
略
）

（（
）
は
注
文
、〈

〉
は
疏
文
）

と
あ
る
処
罰
規
定
に
照
応
す
る
大
宝
律
の
定
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
霊
亀
二
年
五
月
は
大
宝
律
施
行
期
）。

瀬
戸
の
西
南
に
あ
る
速
吸
瀬
戸
の
通
交
を
規
制
・
禁
止
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
唐
・
新
羅
と
の
軍
事
的
緊
張
関
係
が
ま
だ
な
お
尾
を
引

い
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
点
、
そ
し
て
二
つ
に
は
、
西
海
道
の
国
産
物
の
流
出
を
防
備
せ
ん
と
す
る
国
策
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ

れ
る

（
8
）。

な
お
、
こ
の
養
老
律
の
条
文
で
は
、
辺
境
防
備
の
た
め
に
取
り
締
ま
り
相
手
と
す
る
賊
徒
の
人
数
は
、
百
人
未
満
と
い
っ
た
小
人
数
の

場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
見
張
り
の
目
の
と
ど
く
範
囲
内
を
賊
徒
が
出
入
り
す
る
の
を
見
落
と
し
た
と
き
は
、見
張
り
の
者
が
処
罰
さ
れ（
徒

一
年
半
）、
同
時
に
、
司
主
も
監
督
責
任
を
問
わ
れ
て
処
罰
を
受
け
る
（
徒
一
年
）。

賊
徒
が
多
人
数
で
あ
っ
た
場
合
の
処
分
は
、
こ
れ
と
は
別
の
擅
興
律
に
よ
れ
（「
若
満
百
人
、
自
依
擅
興
律
」）
と
、
上
記
の
疏
文
は
記
し

て
い
る

（
9
）。

大
宝
律
の
衛
禁
32
縁
辺
城
戍
条
は
、こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、上
に
記
し
た
続
紀
、霊
亀
二
年
五
月
辛
卯（
十
六

日
）
条
の
記
事
か
ら
、
僅
か
な
が
ら
復
元
の
手
掛
か
り
が
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

3

戸
婚
律
31
父
母
囚
禁
嫁
娶
条

当
該
律
条
文
は
、
祖
父
母
父
母
が
犯
罪
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
、
囚
禁
の
間
に
嫁
娶
を
行
う
こ
と
を
処
罰
す
る
規
定
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ま
ず
養
老
儀
制
令
16
祖
父
母
条
に
目
を
や
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

凡
祖
父
母
父
母
患
重
。
及
在
囹
圄
者
。
不
得
婚
嫁
。
若
祖
父
母
不
可
。
有
命
令
成
礼
。
不
得
宴
会
。

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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こ
れ
は
、
祖
父
母
父
母
が
重
病
ま
た
は
獄
舎
に
あ
る
と
き
、
婚
姻
や
婚
姻
の
宴
会
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
る
規
定
で
あ
る

（
10
）。

た
だ
し
祖
父

母
父
母
の
命
が
あ
れ
ば
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
宴
会
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
養
老
戸
婚
律
31
父
母
囚
禁
嫁
娶
条
は
、
儀
制
令
集
解
16
祖
父
母
条
所
引
「
依
律
」
の
文
言
か
ら
、

凡
祖
父
母
父
母
被
囚
禁
。
而
嫁
娶
者
。
死
罪
徒
一
年
。
流
罪
減
一
等
。
徒
罪
又
減
一
等
（
祖
父
母
父
母
命
者
勿
論
）

（
た
だ
し
、
括
弧
内
の
注
文
は
宮
部
論
文
以
前
は
未
復
元
）

と
復
元
さ
れ

（
11
）、

大
宝
戸
婚
律
31
父
母
囚
禁
嫁
娶
条
は
、
儀
制
令
集
解
16
祖
父
母
条
所
引
の
古
記
、
及
び
敦
煌
発
見
唐
戸
婚
律
断
簡
な
ど
か

ら
復
元
さ
れ
て
い
る

（
12
）。

唐
律
同
条
に
、

諸
祖
父
母
父
母
被
囚
禁
而
嫁
娶
者
。
死
罪
徒
一
年
半
。
流
罪
減
一
等
。
徒
罪
杖
一
百
（
祖
父
母
父
母
命
者
勿
論
）

と
あ
る
と
こ
ろ
の
注
文
（
括
弧
内
）
と
儀
制
令
16
祖
父
母
条
と
の
緊
密
な
相
関
関
係
か
ら
、
宮
部
氏
に
よ
っ
て
養
老
戸
婚
律
31
父
母
囚
禁

嫁
娶
条
の
復
元
が
検
討
さ
れ
て
い
る

（
13
）。

律
文
と
令
文
と
の
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
宮
部
氏
の
復
元
は
お
そ
ら
く
誤
っ
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
儀
制
令
16
祖
父
母
条
が
大
宝
令
に
存
在
し
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
か
ら

（
14
）、

大
宝
儀
制
令
16
と
大
宝
戸
婚
律
31
条
と

の
間
に
相
関
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
大
宝
戸
婚
律
31
父
母
囚
禁
嫁
娶
条
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
さ
ら
に
、
儀
制
令
16
祖
父
母
条
令
集
解
所
引
の
古
記
に
「
有
命
、
謂
祖
父
母
父
母
令
命
是
也
」
と
あ
る
こ
と
は
、
大
宝
令
に
本
注

が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
大
宝
戸
婚
律
31
に
お
い
て
、
前
記
の
唐
律
の
末
尾
に
あ
る
が
ご
と
き
、

祖
父
母
父
母
命
者
勿
論
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と
い
う
注
文
が
存
在
し
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う

（
15
）。

4

擅
興
律
10
主
将
守
城
条

前
に
衛
禁
律
32
縁
辺
城
戍
条
の
復
元
の
際
に
記
し
た
よ
う
に
、
養
老
衛
禁
律
32
当
該
条
に
は
、

凡
縁
辺
之
城
戍
。
有
外
姦
内
入
。（
謂
衆
不
満
百
人
者
）。
内
姦
外
出
。
而
候
望
者
不
覚
。
徒
一
年
半
。
司
主
。
徒
一
年
。（
謂
出
入
之

路
、
関
於
候
望
者
）。〈
国
境
縁
辺
。
皆
有
城
戍
。
式
遏
寇
盗
。
備
預
不
虞
。
其
有
外
姦
内
入
。
謂
蕃
人
為
姦
。
或
作
間
諜
之
類
。
注

云
。
謂
衆
不
満
百
人
者
。
此
謂
小
々
姦
寇
抄
掠
者
。
若
満
百
人
。
自
依
擅
興
律
。
連
接
寇
賊
。
被
遣
斥
候
。
不
覚
賊
来
。
徒
二
年
。

（
下
略
）〉

（（
）
内
は
注
文
、〈

〉
内
は
疏
文
)

と
あ
っ
て
、
こ
の
な
か
の
疏
文
の
一
句
に
、

若
満
百
人
、
自
依
擅
興
律
。
連
接
寇
賊
。
被
遣
斥
候
。
不
覚
賊
来
。
徒
二
年
。

と
い
う
擅
興
律
10
主
将
守
城
条
条
文
に
言
及
し
た
一
文
が
見
ら
れ
る
。
衛
禁
律
32
縁
辺
城
戍
条
の
条
文
は
、
辺
境
防
備
の
た
め
に
相
手
を

す
る
賊
徒
が
、
百
人
未
満
と
い
っ
た
小
人
数
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
見
張
り
の
目
の
と
ど
く
範
囲
内
を
賊
徒
が
出
入
り
す
る
の
に
、
こ

れ
を
見
落
と
し
た
と
き
は
見
張
り
の
者
が
処
罰
さ
れ
（
徒
一
年
半
）、
同
時
に
、
司
主
も
監
督
責
任
を
問
わ
れ
て
処
罰
を
受
け
る
（
徒
一
年

（
16
））。

と
こ
ろ
で
、
擅
興
律
10
主
将
守
城
条
条
文
は
、
人
兵
を
率
領
す
る
主
将
の
任
に
あ
る
者
が
、
賊
の
攻
撃
を
受
け
な
が
ら
固
守
す
る
を
放

棄
す
る
行
為
、
あ
る
い
は
日
夜
の
警
備
が
不
十
分
な
た
め
に
賊
の
攻
撃
を
こ
う
む
り
損
害
を
受
け
る
に
至
っ
た
行
為
を
罪
の
成
立
要
件
と

す
る
。
衛
禁
律
32
縁
辺
城
戍
条
が
百
人
未
満
の
場
合
の
処
罰
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
該
擅
興
律
10
主
将
守
城
条
は
賊
徒
が
百
人
に

満
ち
る
多
人
数
の
場
合
に
対
応
す
る
処
罰
の
規
定
で
あ
る
。

大
宝
律
条
規
の
復
元
が
、
上
記
し
た
よ
う
な
疏
文
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
疏
文
中
に
記
さ
れ
た
「
依
擅
興
律
。
連
接
寇

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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賊
。
被
遣
斥
候
。
不
覚
賊
来
。
徒
二
年
。」
の
ご
と
き
擅
興
律
10
主
将
守
城
条
の
大
宝
律
条
文
の
復
元
に
一
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
私
は
、
相
手
小
人
数
の
場
合
を
規
定
し
て
お
い
て
、
相
手
多
人
数
の
場
合
を
規
定
し
な
い
と
い
う
律
の
論
理
は
合
理
性
が
無

い
と
考
え
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
律
（
擅
興
律
10
主
将
守
城
条
）
の
存
在
を
疑
う
も
の
で
は
な
い
。
敢
え
て
い
え
ば
類
推
復
元
と
い
え

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
裏
付
け
う
る
史
料
を
今
は
上
げ
ら
れ
な
い
た
め
に
、
た
だ
論
理
性
を
根
拠
に
し
て
復
元
を
可
能
と
断
じ
る
の
は
、

衛
禁
律
32
の
と
こ
ろ
で
掲
示
し
た
よ
う
に
、
続
日
本
紀
の
よ
う
な
僅
か
な
糸
口
が
あ
る
場
合
は
別
と
し
て
、
律
の
復
元
研
究
に
お
い
て
は
、

今
少
し
説
得
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
点
を
付
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
は
存
在
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
の
み
、
と
し
て
お

こ
う
。

5

賊
盗
律
1
謀
反
条

賊
盗
律
1
謀
反
条
は
、
謀
反
・
大
逆
、
及
び
大
社
を
毀
損
す
る
行
為
す
る
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
規
定
で
あ
る
。
謀
反
・
大
逆
が
ど
う
い

う
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
名
例
律
6
八
虐
条
1
謀
反
と
同
条
2
謀
大
逆
の
各
項
に
詳
記
さ
れ
て
い
る
。
謀
反
は
天
皇
の
人
身
に
危
害
を
お

よ
ぼ
そ
う
と
し
た
り
、
そ
の
主
権
を
く
つ
が
え
そ
う
と
す
る
行
為
を
い
う
。
大
逆
は
天
皇
の
権
威
を
象
徴
す
る
御
陵
や
皇
居
の
損
害
を
謀

る
行
為
を
い
う
。
そ
し
て
謀
毀
大
社
は
名
例
律
6
八
虐
条
6
大
不
敬
に
規
定
が
あ
り
、
大
社
た
る
伊
勢
神
宮
を
毀
損
す
る
行
為
を
い
う
。

本
節
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
末
段
に
い
う
「
謀
毀
大
社
」
に
つ
い
て
問
題
に
し
た
い
。

（
イ
）
養
老
賊
盗
律
1
謀
反
条
の
末
段
に
は
、

謀
毀
大
社
者
。
徒
一
年
。
毀
者
遠
流
。

と
見
え
る
。
唐
律
に
は
こ
の
規
定
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
部
分
の
大
宝
律
逸
文
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
名
例
律
6
八
虐
条
大
不
敬
に
は
、
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大
不
敬
。
謂
。
毀
大
社
（
下
略
）

と
あ
る
。
そ
し
て
大
社
の
語
が
、
大
宝
律
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
平
戸
記
、
寛
元
三
年
四
月
十
四
日
条
の
権
大
納
言
源
朝
臣
顕
定
の
定
詞
に
、

古
答
云
、
問
、
大
社
山
陵
御
膳
所
、
至
国
（
闕
の
誤
り
）
未
度
罪
名
、
未
知
、
何
科
、

と
あ
り
、
ま
た
、
師
守
記
、
貞
治
三
年
五
月
十
三
日
条
所
引
の
大
判
事
明
法
博
士
坂
上
明
宗
勘
文
に
、

衛
禁
律
云
、
闌
入
大
社
者
、
徒
一
年
、（
中
略
）
古
答
云
、
大
社
者
伊
勢
神
宮
也
、（
下
略
）

と
あ
っ
て
大
宝
律
令
の
注
釈
書
で
あ
る
古
答
に
、
大
社
の
語
が
引
か
れ
て
い
る
点
か
ら
知
ら
れ
る

（
17
）。

既
に
拙
論
で
、
大
宝
律
同
条
文
に
「
大
不
敬
」
の
文
言
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た

（
18
）。

し
た
が
っ
て
、
名
例
律
6
八
虐
条
に
犯

罪
行
為
の
当
律
条
が
見
ら
れ
、
そ
の
処
罰
規
定
に
該
当
す
る
賊
盗
律
1
謀
反
条
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
唐
律
に
は
な
い
「
謀
毀
大
社
者
。

徒
一
年
。
毀
者
遠
流
」
の
条
文
が
養
老
律
と
同
様
に
大
宝
律
に
も
付
加
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。

（
ロ
）
養
老
賊
盗
律
1
謀
反
条
の
前
半
に
は
、

凡
謀
反
及
大
逆
者
。
皆
斬
。
父
子
。
若
家
人
資
財
田
宅
。
並
没
官
。
年
八
十
。
及
篤
疾
者
。
並
免
。
祖
孫
兄
弟
。
皆
配
遠
流
。
不
限

籍
之
同
異
。（
下
略
）

と
あ
り
、
そ
の
疏
文
に
、

謀
危
国
家

と
い
う
一
句
が
見
え
る
。
こ
れ
は
唐
律
疏
議
の
「
謀
危
社
禝
」
の
語
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
変
更
は
養
老
名
例
律
八
虐
条
謀
反

の
注
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
唐
律
同
条
の
「
謀
反
、
謂
謀
危
社
禝
」
を
養
老
律
は
「
謀
反
、
謂
謀
危
国
家
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
て
大
宝
名
例
律
に
お
い
て
は
『
僧
尼
令
集
解
』
観
玄
象
条
に
引
く
古
記
に
「
名
例
謀
反
条
国
家
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
養
老
律

と
同
じ
用
語
が
存
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
大
宝
賊
盗
律
1
謀
反
条
の
疏
文
に
も
「
謀
危
国
家
」
な
る
一
句
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
ハ
）
ま
た
前
掲
し
た
養
老
賊
盗
律
1
謀
反
条
の
後
半
に
は
、

即
雖
謀
反
。
詞
理
不
能
動
衆
。
威
力
不
足
率
人
者
。
亦
斬
。（
下
略
）

と
あ
り
、
そ
の
注
に
、

謂
。
結
謀
真
実
。
而
不
能
為
害
者
。（
疏
文
略
）
若
自
述
烋
徴
、
仮
託
霊
異
、
妄
称
兵
馬
、
虚
説
反
由
、
伝
惑
衆
人
、
無
真
状
可
験
者
、

自
従
妖
法

（
傍
線
部
は
筆
者
)

と
見
え
る
。
こ
の
注
文
の
最
後
に
見
ら
れ
る
「
妖
法
」
と
は
、
賊
盗
律
21
造
妖
書
条
を
指
し
て
い
る
。

同
律
造
妖
書
条
が
大
宝
律
に
も
存
し
た
こ
と
は
、
既
に
拙
論
・
前
掲
「
大
宝
律
の
逸
文
八
条
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
上
記
の
注
の
傍
線
部
、

若
自
述
烋
徴
。
仮
託
霊
異
。
妄
称
兵
馬
。
虚
説
反
由
。
伝
惑
衆
人
。
無
真
状
可
験
者
。
自
従
妖
法

（
ち
な
み
に
文
中
「
衆
人
」
と
は
三
人
以
上
。
名
例
律
55
に
衆
の
定
義
）

は
大
宝
賊
盗
律
1
謀
反
条
に
存
在
し
た
一
文
と
思
わ
れ
る

（
19
）。

6

賊
盗
律
6
謀
殺
祖
父
母
条

養
老
名
例
律
八
虐
条
悪
逆
に
は
、

四
曰
。
悪
逆
。
謂
。
殴
及
謀
殺
祖
父
母
父
母
。
殺
伯
叔
父
。
姑
。
兄
姉
。
外
祖
父
母
。
夫
。
夫
之
父
母
。

（
傍
線
は
筆
者
）
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と
あ
り
、
直
系
尊
属
に
対
す
る
暴
行
・
殺
人
予
備
、
二
等
親
以
内
の
尊
属
・
長
上
と
外
祖
父
母
と
に
対
す
る
殺
人
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
。
謂
以
下
の
注
文
「
謀
殺
」
云
々
は
、
養
老
賊
盗
律
6
謀
殺
祖
父
母
条
の
冒
頭
部
分
に
見
え
る
、

凡
謀
殺
祖
父
母
父
母
。
外
祖
父
母
。
夫
。
夫
之
祖
父
母
父
母
者
。
皆
斬
。
嫡
母
。
継
母
。
伯
叔
父
。
姑
。
兄
姉
者
。
遠
流
。
已
傷
者
絞
。

と
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
利
光
三
津
夫
氏
は
そ
の
著
『
律
の
研
究
』（
三
二
頁
）
に
お
い
て
、『
政
事
要
略
』

巻
八
十
二
（
国
史
大
系
本
・
六
五
七
頁
）
に
引
か
れ
て
い
る
「
古
答
云
、及
謀
殺
曾
祖
父
母
伯
叔
父
姑
兄
姉
者
、
為
重
於
過
失
傷
応
徒
、
故

不
合
贖
」
を
も
っ
て
上
記
の
八
虐
条
悪
逆
の
傍
線
部
分
を
大
宝
名
例
律
八
虐
条
悪
逆
の
逸
文
と
見
故
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

小
林
宏
氏
も
「
律
条
拾
葉
」
で
同
条
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
（
前
掲
『
日
本
律
復
原
の
研
究
』
五
二
一
頁
）。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
大
宝
律
悪
虐
の
条
項
は
、
大
宝
賊
盗
律
６
の
条
文
に
相
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
故
、
大
宝
賊
盗
律
６
当
該
条
は
、

（
凡
）
謀
殺
祖
父
母
父
母
。（
中
略
）
伯
叔
父
。
姑
。
兄
姉
者
。（
後
略
）

と
な
る
。

ま
た
、
こ
の
「
古
答
」
に
は
、「
謀
殺
曾
祖
父
母
、
伯
叔
父
姑
兄
姉
」（
傍
線
は
筆
者
）
と
あ
り
「
曾
祖
父
母
」
も
こ
の
条
規
に
含
ま
れ

て
い
た
か
の
よ
う
な
語
が
存
在
す
る
。
仮
に
こ
れ
が
逸
文
と
し
て
正
し
い
と
す
れ
ば
、
大
宝
律
当
該
条
冒
頭
は
、

謀
殺
曾
祖
父
母
。
伯
叔
父
。
姑
。
兄
姉
。

と
い
う
規
定
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
大
宝
律
は
唐
律
を
摂
取
す
る
際
に
こ
の
よ
う
な
変
更
を
加
え
た
こ
と
に

な
る
が
、
今
は
こ
れ
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
保
留
し
て
お
く
。

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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（
大
宝
律
の
参
考
復
元
）

1

衛
禁
律
5
宿
衛
条

唐
衛
禁
律
5
非
応
宿
衛
自
代
条
の
前
段
に
は
、

諸
宿
衛
者
。
以
非
応
宿
衛
人
。
冒
名
自
代
。
及
代
之
者
。
入
宮
内
。
流
三
千
里
。
殿
内
絞
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
来
、
宿
衛
の
任
に
当
た
る
者
が
、
宿
衛
す
べ
き
で
な
い
者
を
自
分
の
代
わ
り
に
立
て
た
場
合
に
、
宮
内
に
入
れ

た
な
ら
ば
流
三
千
里
に
処
さ
れ
、殿
内
に
入
れ
た
な
ら
ば
絞
刑
に
処
さ
れ
る
、と
い
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
疏
議
に
、「
宿
衛
者
。

謂
大
将
軍
以
下
衛
士
以
上
。」
云
々
と
見
え
る
。

こ
の
唐
律
に
該
当
す
る
養
老
律
当
該
条
逸
文
は
、
未
だ
冒
頭
の
「
宿
衛
」
と
、
そ
の
疏
文
「
宿
衛
。
謂
兵
衛
及
内
舎
人
。」
が
復
元
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

（
20
）。

と
こ
ろ
で
、
宮
衛
令
12
宿
衛
器
仗
条
、
及
び
宮
衛
令
21
宿
衛
人
応
当
上
番
条
、
宮
衛
令
28
宿
衛
近
侍
条
に
そ
れ
ぞ
れ
「
宿
衛
」
の
令
釈

が
解
釈
を
示
し
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
宿
衛
人
。
謂
兵
衛
内
舎
人
也
。
衛
士
者
非
也
。
案
律
可
知
也
。」（
宮
衛
21
令
釈
）
と
か
、「
宿

衛
。
謂
兵
衛
及
内
舎
人
也
。
見
衛
禁
律
也
」（
宮
衛
28
令
釈
）
と
あ
っ
て
、
衛
禁
律
5
宿
衛
条
に
当
た
る
養
老
律
の
疏
文
に
依
っ
た
も
の
と

推
考
さ
れ
る
注
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
最
近
の
大
宝
令
復
元
研
究
の
成
果
に
目
を
転
じ
る
と

（
21
）、

宮
衛
令
28
宿
衛
近
侍
条
の
前
段
に
、

（
凡
）
宿
衛
及
近
侍
之
人
二
等
以
上
親
。
犯
死
罪
被
推
劾
者
。

と
あ
る
部
分
は
、「
凡
」
と
「
及
」
を
除
き
、
そ
れ
以
外
の
条
文
は
、
大
宝
令
と
し
て
復
元
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
宮
衛
令
28
宿
衛
近
侍
条
と
関
連
性
の
高
い
衛
禁
律
5
宿
衛
条
の
冒
頭
の
一
句
で
あ
る
「
宿
衛
」
の
語
句
は
、
大

宝
律
当
該
条
文
に
も
存
在
し
た
と
類
推
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

― 12 ―



三

養
老
律
の
復
元

1

闘
訟
律
28
詈
祖
父
母
父
母
条

天
平
宝
字
七
年
九
月
庚
申
（
21
日
）
の
続
日
本
紀
の
記
事
に
は
、

河
内
国
丹
比
郡
人
尋
来
津
公
關
麻
呂
坐
殺
母
、
配
出
羽
国
小
勝
柵
戸

と
あ
り
、
河
内
国
の
尋
来
津
公
關
麻
呂
が
母
を
殺
し
た
罪
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
て
、
出
羽
国
の
小
勝
柵
戸
に
配
流
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

母
を
殺
す
罪
は
、名
例
律
八
虐
条
の
悪
逆
に
当
た
る
。
謀
殺
の
場
合
は
賊
盗
律
6
謀
殺
祖
父
母
父
母
の
条
文
が
適
用
さ
れ
斬
刑
と
な
り
、

過
失
殺
の
場
合
は
闘
訟
律
28
詈
祖
父
母
父
母
条
の
条
文
に
準
拠
し
て
流
罪
と
な
る
。
悪
逆
の
罪
は
、
基
本
的
に
減
刑
さ
れ
な
い
の
で
斬
刑

は
免
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
で
關
麻
呂
は
、
流
刑
に
処
さ
れ
て
、
遠
流
の
地
に
流
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
彼
は
、
過
失

殺
を
適
用
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

（
22
）。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
闘
訟
律
28
の
条
文
に
「
過
失
殺
者
、
遠
流
」
の
条
項
が
存
在
し
た
と
見
做
す
事
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
三

律
本
文
篇
下
巻
』
で
の
復
元
状
況
を
見
る
と
、
本
条
は
、
こ
の
箇
所
が
存
否
の
推
測
に
止
ま
っ

て
い
る

（
23
）。

当
該
記
事
に
よ
っ
て
、
本
条
の
復
元
は
さ
ら
に
推
定
の
域
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

2

詐
偽
律
6
詐
為
詔
書
条

続
日
本
紀
、
天
平
宝
字
三
年
七
月
庚
辰
（
十
六
日
）
条
に
、

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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左
京
人
中
臣
朝
臣
楫
取
詐
造
勅
書
、
註
（
旁
は
圭
）
誤
民
庶
、
配
出
羽
国
柵
戸

と
あ
る
。
中
臣
朝
臣
が
勅
書
を
偽
造
し
て
民
庶
を
欺
き
惑
わ
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
詔
勅
を
偽
造
し
た
罪
に
関
し
て
は
、
詐
偽
律
6

詐
為
詔
書
条
の
逸
文
と
し
て
、

詐
為
詔
書
。
及
増
減
者
。
遠
流
。

と
い
う
本
文
と
、

意
在
詐
偽
。
而
妄
為
詔
勅
。
因
詔
勅
成
文
。
而
増
減
其
事
。

と
い
う
疏
文
が
拾
補
さ
れ
て
い
る

（
24
）。

こ
れ
に
比
べ
て
唐
律
で
は
、

諸
詐
為
制
書
。
及
増
減
者
絞
。（
口
詐
伝
及
口
増
減
亦
是
）。
未
施
行
者
。
減
一
等
。（
施
行
。
謂
中
書
覆
奏
。
及
已
入
所
司
者
。
雖
不
関
由

所
司
。
而
詐
伝
増
減
。
前
人
已
承
受
者
。
亦
為
施
行
。
余
条
施
行
準
此
）。
其
収
捕
謀
叛
以
上
。
不
容
先
聞
。
而
矯
制
有
功
者
。
奏
裁
。
無

功
者
。
流
二
千
里
。

（
本
文
と
注
文
)

と
あ
る
。
養
老
律
で
は
、
制
勅
を
偽
造
あ
る
い
は
変
造
し
て
行
使
し
た
場
合
の
罰
則
規
定
ま
で
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
唐
律
に
お

い
て
は
、
未
施
行
の
場
合
に
つ
い
て
定
め
た
条
項
ま
で
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
律
文
は
、
し
た
が
っ
て
、
未
施
行
罪
を
付
け
加
え
る

こ
と
で
詐
偽
（
偽
造
）
及
び
増
減
（
変
造
）
し
た
う
え
に
行
使
を
と
も
な
う
こ
と
が
必
要
条
件
と
な
る

（
25
）。

上
記
し
た
続
日
本
紀
の
文
を
見
る
と
、
勅
書
偽
造
事
件
の
概
要
は
不
分
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
後
半
に
「
註
（
旁
は
圭
）
誤
民
庶
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
推
考
す
る
と
、
こ
の
勅
書
は
施
行
さ
れ
た
と
の
意
味
合
い
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
唐
律
と
同
様
に
、

養
老
律
に
お
い
て
も
施
行
、
未
施
行
に
関
す
る
条
項
ま
で
も
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

唐
律
当
該
条
後
段
の
「
収
捕
謀
叛
以
上
、
不
容
先
聞
」
に
つ
い
て
は
、
獄
令
33
告
言
人
罪
条
に

（
前
略
）
若
須
掩
捕
者
。
即
掩
捕
。
応
与
余
国
相
知
者
。
所
在
国
司
。
准
状
収
掩
。
事
当
謀
叛
以
上
。
雖
検
校
。
仍
馳
駅
奏
聞
。
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と
あ
り
、
内
容
が
謀
叛
以
上
で
あ
る
な
ら
ば
馳
駅
で
奏
聞
（
先
聞
）
す
る
一
方
、
告
言
せ
ら
れ
た
者
を
掩
捕
（
収
捕
）
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
規
定
す
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
養
老
律
に
お
い
て
も
、
唐
律
の
本
文
と
ほ
ぼ
同
じ
本
文
が
存
し
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。

な
お
、
唐
律
当
該
条
の
注
文
に
見
え
る
、

口
詐
伝
及
口
増
減
亦
是

に
関
し
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
口
頭
に
よ
る
勅
の
伝
達
が
公
式
令
71
諸
司
受
勅
条
の
存
在
か
ら
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た
事
例
が
紹
介

さ
れ
て
い
る

（
26
）の

で
、
養
老
当
該
条
項
に
も
こ
の
注
文
が
存
し
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

注
（
1
）
筆
者
は
か
つ
て
律
の
存
続
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
「
律
条
文
復
旧
史
研
究
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
滝
川
政
次
郎
博
士
米
寿
記
念
論
集
『
律
令
制

の
諸
問
題
』
汲
古
書
院
・
一
九
八
四
年
、
所
収
。
後
に
前
掲
し
た
拙
著
『
前
近
代
日
本
の
法
と
政
治
―
邪
馬
台
国
及
び
律
令
制
の
研
究
―
』
北
樹

出
版
・
二
〇
〇
二
年
に
収
む
。）
に
お
い
て
「
律
の
所
伝
に
つ
い
て
の
史
料
」
と
い
う
一
節
を
も
う
け
て
、
中
世
・
戦
国
時
代
ま
で
の
所
伝
状
況
を
史

料
で
追
跡
し
た
。
そ
れ
ら
は
（
イ
）
花
園
院
宸
記
、
元
享
四
（
正
中
元
・
一
三
二
四
）
年
十
二
月
晦
日
条
に
見
え
る
所
読
経
書
目
録
所
見
本
に
「
律

二
十
巻

章
任
侍
読
」
と
あ
る
も
の
。
次
い
で
（
ロ
）
東
洞
院
土
御
門
御
所
六
文
車
・
庚
御
文
車
、
仙
洞
御
文
書
目
録
（
前
篇
）（
群
書
類
従
、
巻
第

四
九
五
所
収
）
文
和
三
（
一
三
五
四
）
年
六
月
五
日
付
に
見
え
る
「
杉
櫃
一
合

律
十
巻
」
と
あ
る
も
の
。
さ
ら
に
（
ハ
）
看
聞
日
記
、
巻
七
紙
背

文
書
（
応
永
二
十
四
（
一
四
一
七
）
年
八
月
二
十
八
日
～
同
二
十
九
（
一
四
二
二
）
年
五
月
二
十
五
日
再
校
合
）
に
見
え
る
即
成
院
預
置
文
書
目
録

所
見
本
に
「
律
十
巻

令
落
々
」
と
あ
る
も
の
。（
ニ
）
権
大
外
記
中
原
康
富
の
日
記
、
康
富
記
、
嘉
吉
三
（
一
四
四
三
）
年
四
月
五
日
条
に
見
え
る

「
於
律
御
本
者
全
部
有
之
由
」
と
あ
る
も
の
、
等
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
桃
花
蘂
葉
（
群
書
類
従
、
巻
第
四
七
一
所
収
）、
本
朝
本
書
事
、
文
明
十
二

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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（
一
四
八
〇
）
年
四
月
上
旬
の
奥
書
に
「
令

十
巻
、
吾
朝
法
度
也
、
故
殿
受
中
原
章
忠
説
拾
」
と
あ
り
令
の
所
伝
を
言
う
の
み
で
、
律
に
は
言
及
し

て
い
な
い
。
こ
の
こ
ろ
律
は
既
に
散
逸
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
一
条
天
皇
の
こ
ろ
の
藤
原
行
成
の
日
記
、
権
記
、
長
保
五
（
一
〇
〇
三
）
年
十
二
月
二
十
七
日
条
に
、「
内
裏
に
参
っ
た
。
蔵
人
（
源
）

道
済
に
、
明
法
博
士
（
令
宗
）
允
政
が
点
じ
て
進
上
し
た
律
一
部
に
加
点
し
た
も
の
を
託
し
て
、
献
上
さ
せ
た
。
こ
れ
は
先
年
、
承
っ
て
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
天
皇
が
御
物
忌
み
で
あ
っ
た
の
で
、
蔵
人
所
に
納
め
て
お
い
た
。」（
倉
本
一
宏
編
現
代
語
訳
・
中
・
二
〇
一
二
年
）
と
見
え
る
。

明
法
博
士
令
宗
允
政
は
、
令
宗
允
亮
（
政
事
要
略
の
著
者
）
の
近
親
者
（
伯
父
か
）
と
推
定
さ
れ
る
人
物
で
（
利
光
三
津
夫
・
松
田
和
晃
「
古
代
に

お
け
る
中
級
官
人
層
の
一
系
図
に
つ
い
て
（
下
）
―
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
惟
宗
系
図
』
の
研
究
―
」『
法
学
研
究
』
慶
応
大
・
第
五
十
六
巻

第
二
号
・
昭
和
五
十
八
年
二
月
の
ち
に
利
光
編
『
法
史
学
の
諸
問
題
』
慶
応
通
信
・
一
九
八
七
に
収
む
。）、
曾
祖
父
は
令
集
解
、
律
集
解
を
著
し
た

惟
宗
直
本
に
溯
る
律
令
学
の
名
門
に
生
ま
れ
た
（
祖
父
は
本
朝
月
令
を
編
ん
だ
公
方
と
も
い
わ
れ
る
）。
従
っ
て
こ
こ
に
見
ら
れ
る
律
一
部
は
、
当
家

に
伝
来
す
る
律
全
巻
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
も
権
記
、
寛
弘
元
（
一
〇
〇
四
）
年
五
月
十
日
条
に
「（
令
宗
）
允
正
朝
臣
が
来
た
。
律
を
読

ん
だ
。」（
私
見
で
は
允
政
と
允
正
は
同
一
人
と
考
え
る
。
利
光
氏
は
別
人
説
を
と
る
）
と
あ
り
、
当
時
、
正
三
位
参
議
、
右
大
弁
、
侍
従
、
兵
部
卿

美
作
権
守
で
あ
っ
た
藤
原
行
成
に
律
の
購
読
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
藤
原
道
長
の
御
堂
関
白
記
（
倉
本
編
現
代
語
訳
・
中
・
二
〇
〇
九
年
）、
寛
弘
七

（
一
〇
一
〇
）
年
八
月
二
十
九
日
条
に
「
日
本
紀
の
具
書
、
令
、
律
、
式
を
具
え
た
」
と
見
え
る
。
故
に
こ
の
こ
ろ
、
禁
裏
及
び
明
法
家
、
摂
関
家
に

お
い
て
律
は
健
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
2
）『
法
学
研
究
』（
慶
応
義
塾
大
学
）
第
51
巻
第
6
号
・
一
九
七
八
年
六
月
。

（
3
）
前
掲
・
拙
著
『
前
近
代
日
本
の
法
と
政
治
―
邪
馬
台
国
及
び
律
令
制
の
研
究
』
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
）
各
小
論
で
掲
示
し
た
復
元
条
項
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
拙
論
「
大
宝
律
の
逸
文
八
条
に
つ
い
て
」（『
史
料
』
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
第
一
七
五
号
・
二
〇
〇
一
年
）。
1
名
例
律
1
笞
罪
条
、
2
名
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例
律
2
杖
罪
条
、
3
名
例
律
3
徒
罪
条
、
4
名
例
律
4
流
罪
条
、
5
名
例
律
5
死
罪
条
、
6
賊
盗
律
21
造
妖
書
条
、
7
賊
盗
律
29
盗
毀
仏
像
条
、

8
賊
盗
律
34
強
盗
条
、
35
窃
盗
条
。

②
拙
論
「
前
近
代
日
本
の
法
政
資
料
に
つ
い
て
」（『
松
阪
大
学
地
域
社
会
研
究
所
報
』
第
一
四
号
・
二
〇
〇
二
年
）。
大
宝
律
の
1
名
例
律
6
八
虐

条
、
2
名
例
律
21
除
法
条
、
3
職
制
律
42
公
事
応
行
而
稽
留
条
、
4
廏
庫
律
8
故
殺
官
私
馬
牛
条
、
5
賊
盗
律
4
謀
叛
条
、
6
賊
盗
律
6
謀
殺

祖
父
母
条
、
7
賊
盗
律
9
謀
殺
人
条
、
8
賊
盗
律
17
厭
魅
条
、
9
賊
盗
律
18
移
郷
条
、
10
賊
盗
律
32
盗
官
私
馬
牛
条
、
11
闘
訟
律
5
闘
殴
殺
人
条
。

養
老
律
の
1
名
例
律
42
共
犯
罪
条
、
2
名
例
律
56
称
加
条
、
3
衛
禁
律
2
闌
入
宮
門
条
、
4
戸
婚
律
21
部
内
田
疇
荒
無
条
、
5
闘
訟
律
44
告
祖

父
母
父
母
条
。

③
拙
論
「
大
宝
捕
亡
律
二
箇
条
の
復
元
」（『
史
料
』
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
第
一
八
六
号
・
二
〇
〇
三
年
）。
1
捕
亡
律
11
丁
夫
雑
匠
在
役
亡

条
、
2
捕
亡
律
12
非
亡
浮
浪
他
所
条
。

④
拙
論
「
大
宝
律
三
箇
条
の
復
元
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
第
六
八
一
号
・
二
〇
〇
五
年
五
月
）。
1
名
例
律
6
八
虐
条
不
孝
、
2
賊
盗
律
1
謀

反
条
、
3
賊
盗
律
2
縁
坐
条
。

⑤
拙
論
「
名
例
律
及
び
断
獄
律
の
条
文
復
元
に
つ
い
て
―
奈
良
時
代
法
律
復
元
の
一
方
法
―
」（『
史
料
』
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
第

二
二
七
号
・
二
〇
一
〇
年
）。
養
老
律
の
1
名
例
律
35
略
和
誘
人
（
蔽
匿
）
条
、
2
名
例
律
36
会
赦
改
正
徴
収
（
小
蔽
匿
）。
大
宝
律
の
3
断
獄

律
9
拷
囚
不
過
三
度
条
。

⑥
拙
論
「
大
宝
・
養
老
律
復
元
の
一
方
法
―
名
例
律
・
雑
律
を
中
心
に
―
」（『
法
史
学
研
究
会
報
』
第
一
五
号
・
二
〇
一
一
年
）。
大
宝
律
の
1

名
例
律
33
以
贓
致
罪
条
。
養
老
律
の
2
名
例
律
37
犯
罪
未
発
自
首
条
、
3
雑
律
49
棄
毀
符
節
印
条
、
4
雑
律
56
停
留
請
受
軍
器
条
。

⑦
拙
論
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
法
律
の
新
た
な
復
元
試
案
―
大
宝
律
30
条
、
養
老
律
8
条
、
養
老
医
疾
令
2
条
―
」（
三
重
短
期
大
学
法
経
学
会
『
三

重
法
経
』
第
一
四
二
号
・
二
〇
一
四
年
二
月
二
十
八
日
）。
大
宝
律
の
1
名
例
律
32
彼
此
倶
罪
条
、
2
名
例
律
48
化
外
人
相
犯
条
、
3
名
例
律
54

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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監
臨
条
、
4
衛
禁
律
10
宿
衛
人
条
、
5
衛
禁
律
14
奉
勅
夜
開
門
条
、
6
職
制
律
8
大
祀
不
預
申
期
条
、
7
職
制
律
20
玄
象
器
物
条
、
8
戸
婚
律

28
有
妻
更
娶
条
、
9
戸
婚
律
30
居
父
母
喪
嫁
娶
条
、
10
戸
婚
律
40
無
七
出
義
絶
状
出
妻
条
、
11
戸
婚
律
42
与
奴
娶
良
人
女
為
妻
条
、
12
戸
婚
律

43
雑
戸
不
得
娶
良
人
条
、
13
擅
興
律
1
擅
発
兵
条
、
14
擅
興
律
7
乏
軍
興
条
、
15
擅
興
律
8
征
人
稽
留
条
、16
賊
盗
律
1
謀
反
大
逆
条
、
17
賊
盗

律
23
盗
大
祀
神
御
之
物
条
、
18
賊
盗
律
27
盗
節
刀
条
、
19
賊
盗
律
45
略
人
条
、
20
闘
訟
律
39
密
告
謀
反
大
逆
条
、
21
雑
律
14
賭
博
条
、
22
雑
律

18
犯
夜
条
、
23
雑
律
22
姦
条
、
24
雑
律
41
庫
蔵
不
得
燃
火
条
、
25
雑
律
47
棄
毀
大
祀
神
御
之
物
条

26
雑
律
59
得
宿
蔵
物
条
、
27
捕
亡
律
13
官

戸
奴
婢
逃
亡
条
、
28
断
獄
律
20
赦
前
断
罪
条

29
断
獄
律
21
聞
知
有
恩
赦
故
犯
条
、
30
断
獄
律
28
立
春
以
後
秋
分
以
前
不
決
死
刑
条
。
養
老
律

の
1
名
例
律
54
監
臨
条
、
2
衛
禁
律
10
宿
衛
人
条
、
3
衛
禁
律
14
奉
勅
夜
開
門
条
、
4
雑
律
6
施
機
槍
作
坑
穽
条
、
5
雑
律
19
従
征
及
従
行
身

死
条
、
6
雑
律
59
得
宿
蔵
物
条
、
7
捕
亡
律
13
官
戸
奴
婢
逃
亡
条
、
8
断
獄
律
24
徒
流
送
配
稽
留
条
。
な
お
養
老
医
疾
令
は
、
20
薬
園
条
、
22

採
薬
師
条
。
規
定
の
予
約
枚
数
の
た
め
簡
介
。

⑧
拙
論
「
大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
」『
皇
学
館
論
叢
』
第
四
七
巻
第
二
号
・
二
〇
一
四
年
四
月
十
日
）。
1
名
例
律
6
八
虐

条
謀
反
、
2
名
例
律
6
八
虐
条
謀
叛
、
3
名
例
律
6
八
虐
条
悪
逆
、
4
名
例
律
6
八
虐
条
不
道
、
5
名
例
律
6
八
虐
条
大
不
敬
、
6
名
例
律
7

六
議
条
。

⑨
拙
論
「
律
令
編
纂
史
研
究
に
関
す
る
二
、
三
の
疑
問
―
附
．
大
宝
名
例
律
逸
条
九
ケ
条
―
」
三
重
短
期
大
学
法
経
学
会
『
三
重
法
経
』
第

一
四
四
号
・
二
〇
一
四
年
十
一
月
十
四
日
）。
1
名
例
律
18
八
虐
条
反
逆
縁
坐
条
、
2
名
例
律
19
免
官
条
、
3
名
例
律
20
免
所
居
官
条
、
4
名
例

律
29
更
犯
条
、
5
名
例
律
37
自
首
条
、
6
名
例
律
42
共
犯
罪
条
、
7
名
例
律
45
二
罪
以
上
倶
発
条
、
8
名
例
律
55
称
日
条
、
9
名
例
律
57
僧
尼

犯
罪
条
。
以
上
、大
宝
律
六
十
一
条
、養
老
律
二
十
八
条
の
復
元
に
関
与
し
た
。
な
お
、
⑧
の
報
告
に
お
い
て
、
大
宝
名
例
律
八
虐
条
悪
逆
及
び

大
不
敬
の
復
元
に
つ
い
て
は
既
に
高
塩
博
「
大
宝
律
若
干
条
の
復
原
に
つ
い
て
」（
同
『
日
本
律
の
基
礎
的
研
究
』
一
九
八
七
年
・
四
七
頁
以
下
）

が
あ
る
。
根
拠
と
し
て
掲
げ
た
史
料
は
異
な
る
の
で
、
拙
論
は
復
元
の
補
強
史
料
と
し
て
の
意
義
が
あ
ろ
う
。
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（
5
）
拙
論
「
飛
鳥
浄
御
原
律
の
存
否
に
つ
い
て
」『
皇
学
館
論
叢
』
第
五
一
巻
第
六
号
・
二
〇
一
八
年
十
二
月
十
日
。
そ
の
後
私
信
で
、
古
代
史
学
者
の

榎
本
淳
一
氏
よ
り
、
浄
御
原
律
の
存
在
は
確
定
し
た
も
の
と
存
じ
ま
し
た
、
と
の
評
価
を
頂
い
た
。
ま
た
、
東
大
の
第
二
七
回
史
学
会
大
会
で
の
榎

本
「
律
令
制
に
お
け
る
法
と
学
術
」
と
い
う
報
告
の
中
で
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
た
、
と
賀
状
の
中
で
お
知
ら
せ
を
受
け
た
。

（
6
）「
主
司
」
の
語
が
、
大
宝
令
で
は
「
主
師
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
井
上
光
貞
ほ
か
校
注
『
律
令

日
本
思
想
大
系
3
』（
岩
波
書
店
・

一
九
七
六
年
・
六
一
七
頁
）
は
、「
大
宝
令
の
主
師
を
主
司
に
改
め
た
の
は
、
唐
律
令
の
用
語
に
な
ら
う
た
め
、
ま
た
「
主
師
」（
宮
衛
14
）
と
の
混

同
を
防
ぐ
た
め
か
」
と
い
う
案
を
提
示
し
て
い
る
。

（
7
）
な
お
、
衛
禁
律
17
車
駕
行
衝
隊
条
に
見
ら
れ
る
「
畜
産
唐
突
」
の
畜
産
と
は
、
馬
牛
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
名
例
律
36
会
赦
改
正
徴
収
条
逸
文
の
疏
に
、

「
鷹
犬
之
属
同
畜
産
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鷹
、
犬
の
類
が
含
ま
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
（
政
事
要
略
（
国
史
大
系
本
）
巻
七
十
所
掲
逸
文
）。

（
8
）
類
聚
三
代
格
、
延
暦
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
太
政
官
符
所
引
天
平
十
八
年
豊
後
国
国
埼
津
・
坂
門
津
か
ら
の
国
産
物
の
勝
手
難
波
漕
運
の
禁
止

の
史
料
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
大
宝
律
令
施
行
の
年
の
大
宝
二
年
十
月
丁
酉
（
三
日
）
の
続
日
本
紀
の
記
事
に
も
、「
先
是
、
征
薩
摩
隼
人
時
、
禱

祈
大
宰
所
部
神
九
処
、
実
頼
神
威
、
遂
平
荒
賊
、（
中
略
）
唱
更
国
司
等
〈
今
薩
摩
国
也
〉
言
、
於
国
内
要
害
之
地
、
建
柵
置
戍
守
之
。
許
焉
。」
と

あ
り
、
末
尾
に
「
戍
」
の
語
が
見
え
る
。
こ
れ
も
大
宝
衛
禁
律
当
該
条
に
関
わ
る
史
料
と
思
わ
れ
る
（
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
『
続
日
本
紀
一

新
日

本
古
典
文
学
大
系
12
』
一
九
八
九
年
・
六
〇
頁
）。

（
9
）
前
掲
し
た
衛
禁
律
32
縁
辺
城
戍
条
に
、
賊
徒
が
百
人
に
満
つ
な
ら
ば
擅
興
律
に
よ
れ
（「
若
満
百
人
、
自
依
擅
興
律
」）
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
関

し
て
は
、
本
節
4
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
六

唐
律
疏
議
訳
註
篇
二
』
東
京
堂
出
版
・
一
九
八
四
年
の
窪
添
慶

文
氏
の
衛
禁
・
訳
註
一
〇
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
10
）
上
に
掲
げ
た
祖
父
母
条
の
本
文
「
在
囹
圄
」
に
関
す
る
儀
制
令
16
の
令
集
解
所
引
古
記
の
注
釈
に
つ
い
て
は
、
宮
部
香
織
氏
の
論
説
が
あ
る
（
宮

部
「
大
宝
令
注
釈
書
「
古
記
」
の
解
釈
に
み
る
律
規
定
」『
法
史
学
研
究
会
会
報
』
第
15
号
・
二
〇
一
一
年
）。

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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（
11
）
滝
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』
一
九
三
一
・
六
〇
八
頁
。

（
12
）
利
光
三
津
夫
『
律
の
研
究
』
一
九
五
一
年
・
七
〇
頁
。
養
老
律
条
文
の
「
婚
娶
」
は
大
宝
律
で
は
「
婚
嫁
」
で
あ
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
宮
部
香
織
・
石
岡
浩
「
日
本
律
二
箇
条
の
復
原
に
つ
い
て
」
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
律
令
法
と
そ
の
周
辺
』（
二
〇
〇
四
年
・
八
〇
頁

以
下
）。
な
お
こ
の
箇
所
の
復
元
は
宮
部
氏
に
よ
る
。

（
14
）
池
田
温
ほ
か
編
『
唐
令
拾
遺
補
』
一
九
九
八
年
。

（
15
）
律
令
研
究
会
編
『
譯
註
日
本
律
令
二

律
本
文
篇
上
巻
』
は
養
老
戸
婚
律
31
父
母
囚
禁
嫁
娶
条
の
復
元
に
関
し
て
、
儀
制
令
16
祖
父
母
条
令
集
解

所
引
の
朱
記
等
に
よ
り
「
祖
父
母
父
母
命
者
勿
論
」
の
存
在
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
三
九
八
頁
以
下
）。
た
だ
し
、
大
宝
律
に
は
言
及
し
て
い

な
い
。

（
16
）
こ
の
点
は
、
上
記
し
た
大
宝
衛
禁
律
32
縁
辺
城
戍
条
の
復
元
の
際
に
述
べ
た
。
当
該
壇
興
律
条
文
に
つ
い
て
は
島
田
正
郎
氏
の
解
説
を
参
照
の
こ

と
（『
訳
註
日
本
律
令
七

唐
律
疏
議
訳
註
篇
三
』
東
京
堂
出
版
・
一
九
八
七
年
・
二
九
頁
以
下
）。
な
お
「
戍
」
字
を
「
戌
」
と
誤
っ
て
い
る
。

（
17
）
利
光
三
津
夫
「
律
令
に
お
け
る
「
大
社
」
の
研
究
」『
律
令
制
と
そ
の
周
辺
』
一
九
六
七
年
・
二
七
八
頁
以
下
。

（
18
）
前
掲
・
拙
論
「
大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
19
）
前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
七

唐
律
疏
議
訳
註
篇
三
』
の
賊
盗
の
訳
註
（
中
村
茂
夫
）
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
す
れ
ば
、
自
ら
吉
凶
を
述
べ
、
我
が
身

に
よ
い
し
る
し
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ひ
い
て
は
国
家
の
命
運
や
天
子
に
か
か
わ
る
蜚
語
等
に
及
び
、
あ
る
い
は
神
秘
的
で
不
可
思
議
な
事

柄
に
か
こ
つ
け
て
、
妄
り
に
戦
争
等
に
か
か
わ
る
流
言
の
類
（
戦
争
が
起
き
る
な
ど
）
を
生
ぜ
し
め
て
、
衆
人
を
惑
わ
し
た
が
、
具
体
的
な
謀
反
の

行
動
の
徴
す
べ
き
も
の
が
な
い
の
に
、
反
、
即
ち
天
子
に
危
害
を
加
え
る
状
況
を
口
に
し
、
妄
り
に
反
の
い
わ
れ
を
説
く
場
合
等
は
、
本
条
適
用
の

外
と
さ
れ
、
賊
盗
律
21
の
妖
法
「
凡
造
妖
書
及
妖
言
、
遠
流
、
伝
用
以
惑
衆
者
、
如
之
」
に
従
っ
て
絞
と
す
る
（
従
っ
て
、
共
犯
者
あ
れ
ば
首
従
を

分
か
ち
、
ま
た
、
縁
坐
は
な
く
、
八
虐
に
も
該
当
し
な
い
）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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（
20
）
考
課
令
2
官
人
景
迹
条
集
解
、
所
引
穴
記
か
ら
拾
わ
れ
て
い
る
（
川
北
靖
之
「
律
逸
補
遺
」『
皇
学
館
論
叢
『
第
五
巻
第
二
号
、
の
ち
に
国
学
院
大

学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
日
本
律
復
原
の
研
究
』
所
収
・
一
九
八
四
年
・
二
三
二
頁
以
下
）。

（
21
）
前
掲
・
池
田
温
ほ
か
編
『
唐
令
拾
遺
補
』。

（
22
）
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
配
流
事
例
を
見
る
と
、
重
罪
人
を
小
勝
の
柵
戸
に
移
配
す
る
と
い
う
こ
と
が
度
々
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
当
時

の
対
蝦
夷
政
策
に
お
い
て
、
柵
戸
の
人
員
の
増
数
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
彼
が
、
仮
に
謀
殺
で
母
殺
し
を
行
っ
た
と
す
れ

ば
死
罪
に
該
当
す
る
が
、
か
か
る
政
策
を
考
慮
す
る
と
い
う
政
治
的
な
方
針
を
優
先
す
る
た
め
に
、
遠
流
に
減
等
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

八
虐
に
該
当
す
る
母
殺
し
の
罪
に
関
し
て
は
減
等
は
な
い
と
い
う
大
原
則
は
一
考
に
値
す
る
が
、
為
政
者
の
施
策
は
時
と
し
て
法
を
超
え
る
場
合
が

無
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
含
ん
だ
う
え
で
、
こ
の
場
合
は
闘
訟
律
28
が
適
用
さ
れ
た
と
考
え
た
。

（
23
）「
過
失
殺
者
、
遠
流
」
の
条
項
の
存
在
の
推
測
は
、
佐
藤
進
一
氏
に
よ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
赦
雑
々
、
五
流
之
事
、
五
刑
之
事
』
子
孫
犯
過
失
流

条
の
引
用
文
（「
律
逸
拾
遺
」『
史
学
雑
誌
』
第
五
十
八
編
第
四
・
一
九
四
九
年
十
月
・
五
五
頁
以
下
）、
及
び
小
林
宏
氏
に
よ
る
名
例
律
贖
条
の
語
句

（「
律
条
拾
塵
」『
国
学
院
法
学
』
第
十
巻
第
四
号
）
な
ど
か
ら
存
在
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
ち
な
み
に
、
前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
三

律
本
文
篇
下
巻
』
は
、
上
記
の
疏
文
中
の
「
因
」
の
前
に
、
典
拠
と
な
る
政
事
要
略
に
は
「
謂
」
と
い

う
文
字
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ
の
位
置
に
わ
か
に
定
め
が
た
い
と
し
て
、
指
摘
し
た
う
え
で
こ
れ
を
復
元
文
か
ら
省
い
て
い
る
（
同
書
六
九
四
頁
）。

（
25
）
前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
八

唐
律
疏
議
訳
註
篇
四
』（
林
紀
昭
訳
註
）・
二
九
頁
。

（
26
）
早
川
庄
八
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
・
一
九
八
六
年
。

（
う
え
の

と
し
ぞ
う
・
三
重
中
京
大
学
名
誉
教
授
・
法
学
博
士
）

大
宝
律
お
よ
び
養
老
律
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て
（
上
野
）
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